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２ デザイン基準と使用方法 

 シンボルマークの使用に際しては、マーク管理担当部署（魚の城下町推進室）が管理する「コ

ンピュータ用データ（フロッピーディスク）」「版下」のいずれかを使用することを原則とし、

これらを基準としてデザインを管理します。 

 このうち「版下」を使用する場合には、次ページの「シンボルマーク基本指定色」の指示に

従い、色の指定や網掛けを行います。 

 カラーの指定色については、マーク本体の基本指定色を［DIC221］、キャッチフレーズの

基本色を［スミ］または［DIC221］としますが、その他の色についても別紙の例を参考にし

ながら、柔軟に使用します。 

 単色使用時の色指定についても、基本指定色を［スミ］または［DIC221］とし、カラーと

同様、その他の色の使用も可とします。 

 なお、「コンピュータ用データ」「版下」がいずれも不適なシンボルマークの使用に際しては、

極力それぞれの近似のデザイン、近似色となるよう努めることとします。 

 

《マーク使用の方法》 

①「コンピュータ用データ」 

を使用 

別途管理する Macintosh（イラストレーター7.0）の

EPS データを使用する。 

②「版下」を使用 別途管理する版下を使用し、次ページの「シンボルマー

ク基本指定色」の指示に従い、製版する。 

 

 

２－２ 令和２年に作成した「シンボルマークを配したデザイン」の 

基準と使用方法 
  

令和 2年にシンボルマークの普及素材作成のために制作した「シンボルマークを配したデザ

イン」の使用については、マーク管理担当部署が管理する「コンピュータ用データ」を使用す

ることを原則とします。 

 デザインサイズについては、印刷する素材等の大きさに応じ、改変を可とします。 

また、多色を使用したデザインの色の変更は原則不可としますが、印刷素材の地色の関係上、

変更が必要となる場合に限り、必要最小限の変更を可とします。なお、単色を使用したデザイ

ンの色の変更は可とします。 
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令和２年に作成した「シンボルマークを配したデザイン」一覧 
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　(2)　使用者の範囲　　　　使用者の範囲は限定しません。　(3)　使用の手続き　①　シンボルマークを使用しようとする者は、原則として使用前に管理担当窓口に連絡し、　　　「シンボルマーク使用申請・承認書」に使用内容等を記入して提出します。　②　管理担当窓口は「デザインマニュアル（管理基準）」に基づき、使用についての適正　　　さを検討し、適当と認められる場合については、町長名で承認書を交付します。　③　使用の承認に際し、管理担当窓口は、シンボルマークの適正な使用を確保するため、　　　使用者に対し使用上の適切な助言・指導を行い、必要な場合は使用の条件などを附　　　記します。　④　シンボルマークの使用者は、使用物のサンプル（または写真など）を管理担当窓口に　　　提出することを原則とします。



２ シンボルマーク使用基準 

 

(1) 使用の制限 

 

  シンボルマークは、できるだけ多くの人たちに、他分野にわたる使用を促していく

ことを原則としますが、以下に該当する場合は、使用の制限や申請の不受理、あるい

は、使用の禁止や承認の取り消しを行うことができます。 

 

 [使用の制限や申請の不受理を検討すべき事項] 

 

  ①シンボルマークあるいは「羅臼町」のイメージを損なう恐れのある場合や、公共

の利益に損害を与える恐れのあるとき。 

  ②選挙活動や布教活動などに関連した使用が行われる恐れのあるとき。 

  ③自己のシンボルマークや商標・意匠に相当するものとして使用される恐れのある

とき。 

  ④その他、不当な使用が行われる恐れのあるとき。 

 

 

 [使用の禁止や承認の取り消しを検討すべき事項] 

 

  ①使用（承認）後、上記の事項が発生したとき。 

 ②マークの変形使用や届出（申請）事項と異なる使用が認められたとき。 

 ③虚偽の申請や不正な方法により承認を受けたとき。 

 

 

 

(2) 使用期限 

 

   シンボルマークの使用期限は、原則として１０年間とします。ただし、使用にあ

たって特別な事由が生じた場合には変更することもあります。 
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　シンボルマークの使用は、原則として無償とします。　ただし、営利目的に使用する場合は、その都度、管理担当において検討します。



 

    

 

                                             受付№      

魚の城下町 らうす 

「シンボルマーク」使用申請・承認書 
 

「シンボルマーク」使用申請書  
 

 届出日      年   月   日  

使用者 

個 

人 

[氏  名]             住所： 

TEL： 

 

企 

業 

・ 

団 

体 

[団体・企業名] 

住所： 

 

[代表者名]             TEL： 

 

[申請者名]             住所： 

TEL： 

 

１ 使用目的（何に使うのですか） 

 

 

 

 

 １ 名刺  ２ 封筒  ３ はがき・用箋  ４ 包装紙  ５ 紙袋・ナイロン袋 

６ 容器・パッケージ  ７ シール・ステッカー  ８ パンフレット・ポスター等 

９ 看板等  １0 旗  １1 車輌・船舶等  12 被服等  13 テレホンカード 

14 オリジナル商品  15 その他[                              ] 

 

 

２ マーク使用物の用途（どのように使うのですか） 

 

 

 

<使う場所は？> <使う機会・行事は？> <商用か？> など 

 

 

 

 

３ 制作数 

  

 

 

 

 

 
使用承認書 

承認日：     年  月  日 

 申請者            様                                      

羅臼町長              

    上記の申請について、使用を承認します。 

 

 使用にあたっての条件等： 

使用物の写真の提供をお願いいたします。 

 

 ※町外に販売する商品等に使用する場合は、製造元や販売元を明記するようにしてください。 
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